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Ⅰ仕事と子育ての両立を支えるサービス・給付  

1保育所（認可保育所）  

（1）概要   

日中就労等している保護者に代わって、保育に欠ける乳幼児を保育する施設。  
（原則として、開所時問11時間、保育時間8時間、開所日数約300日）  

② 実施状況  

・実施箇所数：22，848箇所（H19．4現在）  

・利用児童数：約202万人（H19．4現在）【参考資料P6・7】（※待機児童等の状況 →【参考資料P8・9】）  

（2）サービス提供・給付責任  

○ 市町村に対して、「保育に欠ける」乳幼児について、保育所における保育を義務付け。  

（※ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、自治体単独保育室等における保育等の「その他の   

適切な保護」をしなければならない。）  

○ 入所希望者が当該保育所の定員数を上回る場合は、公正な方法で選考。  

（3）基盤整備  

仲 基盤整備lこ関する枠組み   

市町村が次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画において、計画期間（5年間）の取組を記載（※今回の  

児童福祉法等改正において、整備目標量を定めるに際しての参酌標準を規定）。   
また、特定市町村（待機児童数50人以上）には、供給体制確保のため「市町村保育計画」の策定を義務付け。  

設整イ静 

② 施補助  私立保育所については、施設整備補助有り。（※次世代育成支援施設整備交付金（いわゆる「ハード交付金」））   
《国庫補助対象〉社会福祉法人・学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所）・日本赤十字社・公益法人  

（※株式会社・NPO法人は補助対象外）   

《国庫補助単価〉 定員90名の保育所を整備する場合1施設当たり6000万円（事業費ベース1億2000万円）   

《費用負担》 定額国1／2相当、市町村1／4相当、設置者1／4相当  
（※公立保育所については、三位一体改革により、平成18年度に一般財源化。）  2   



l（4）事業開始規制等  

① 市町村が実施する場合  

・・・都道府県知事に対する届出  

② 民間主体が実施する場合（※主体制限はなし）  

・・■都道府県知事の認可   

（5）サービス利用の仕組み  

スの必  

・市町村が「保育に欠ける」乳幼児か否かを判断。  

・具体的な判断基準は、政令で定める大枠の基準に従い、各市町村が条例で設定。【参考資料PlO・11】   

②サービス利用の流れ【参考資料Pl封   

■ 保護者が市町村に対して希望の保育所の申込みを行い、市町村と保護者の間で利用契約を締結。   

（市町村と保育所の問は委託関係）   

③ 利用料   

各市町村が保育料を設定。（国は、国と市町村の間の精算基準として徴収金基準額を設定。）【参考資料P13】  

（6）サービスの質の確保に関する仕組み  

0）人員酉引置（「児童福祉施設最低基準」lこよる主な基準）   

0歳児3人：保育士1人／1・2歳児6人＝保育士1人／3歳児20人：保育士1人／4歳以上児30人：保育士1人  
【参考資料P14～18】   

②施設設備（「児童福祉施設最低基準」による主な基準）   

《0・1歳児》 乳児室（1．65平方m以上／人）・ほふく室（3．3平方m以上／人）・医務室・調理室・便所   

《2歳以上児》保育室又は遊戯室（1．98平方m以上／人）■屋外遊戯場（3．3平方m以上／人）・調理室一便所   

③ その他  

・「保育所保育指針」に基づいて、児童の発達に応じた保育を提供。   

t 保育所版の第三者評価基準を作成  3   



＝8）その他  

○ 平成18年10月より、幼稚園、保育所等のうち、①教育    及び保育を一体的に提供し、②地域における子育て支援を  

が開始。  

に係る補助制度を組み合わせ。  



2 延長保育事業  

5   





3 休日1夜間保育事業  

7   



口）サービスの必要性の判断／（カサービス利用の流れ  

る等の「保育に欠ける」児童  

③利用料  

保育所において設定。）  
《夜間保育》 通常保育と同様。（＝各市町村が保育料を設定、国は国と市町村の間の精算基準として徴収金基準額を設定。）   



4 特定保育事業  

9   
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5 家庭的保育事業  

（1）概要  

サーヒ  

保育に欠ける乳幼児について、保育士又は看護師の資格を有する家庭的保育者の居宅等において、保育所と連携しな  
がら、少数の主に3歳未満児を保育するもの（※今回の児童福祉法等改正により、市町村を実施主体とするとともに、保  
育士又は看護師以外の者も担い手となり得るようにする方向で検討中）。   

（卦 実施状況   

《実施箇所数》 家庭的保育者数：105人（H18年度交付決定ベース）   

《利用者数》 利用児童数319人（H18年度交付決定ベース）※H20年度予算案で利用児童数を2500人へ拡大  
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6 病児・病後児保育事業  
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7 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）  

（3）基盤整備  

の 基盤整備lこ関する枠組み  

市町村が次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画において、計画期間（5年間）の取組を記載（※今回の児  

童福祉法等改正において、整備目標量を定めるに際しての参酌標準を規定）。  

② 施設整備補助   

施設整備費補助有り。（※児童厚生施設等整備費）   
《国庫補助対象》 創設（新築）の場合、市町村一社会福祉法人一公益法人（※株式会社・NPO法人は対象外）  

改修の場合、補助対象制限は撤廃（H20年度より）   
《国庫補助単価》 創設（新築）1，250万円、改修700万円（H20予算案ベース）   
《費用負担割合〉 事業主1／3、都道府県1／3、市町村1／3   



（6）サービスの質の確保に関する仕組み  

j．・人員配置   
放課後児童指導員1人以上を配置   

②施設豊鹿   

衛生t安全が確保された設備を備えること。（活動に要する遊具、ロッカー、必要なカーペット、畳等を備えること。）   
同一敷地内で放課後子ども教室等を併せて行う場合は、専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能  

を十分確保すること。   

さ その他  
「放課後児童クラブガイドライン」（平成19年10月）において、望ましい運営内容を提示。（1クラブの規模は最大70人ま  
で、児童1人当たり概ね1．65n了以上 など）   【参考資料P26】   



Ⅱ すべての子どもの健やかな育成を支える給付・社会基盤  

1 妊婦健診  
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